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規 則

北海道森林審議会議事規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第６２号

北海道森林審議会議事規則の一部を改正する規則
北海道森林審議会議事規則（昭和２８年北海道規則第５３号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号中「市」を「市町」に改める。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第６３号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を
改正する規則

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則（平成１８年北
海道規則第８号）の一部を次のように改正する。
第２条中「第２１条第２項」の次に「及び第２８条第２項」を加える。
別記第１号様式に次のように加える。
その３（法第２８条第２項によるもの）

（表面）

第 号
身 分 証 明 書

住 所
氏 名

年 月 日生

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律
第５７号）第２８条第１項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ることができる者
であることを証明します。

年 月 日
北海道知事 印

（裏面）

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（抜粋）
（緊急調査のための土地の立入り等）
第２８条 都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した
者は、緊急調査のためにやむを得ない必要があるときは、これらの必要な限度にお
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いて、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を作業場
として一時使用することができる。
２ 第５条（第１項及び第４項を除く。）の規定は、前項の規定による立入り及び一
時使用について準用する。この場合において、同条第８項から第１０項までの規定中
「都道府県」とあるのは、「都道府県又は国」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第５６６号

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定により、平成２３年度砂利採取業務
主任者試験を次のとおり実施する。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 試験期日及び試験時間 平成２３年１１月１１日（金）午前１０時から正午まで
２ 試験地及び試験場所
� 試 験 地 札幌市、函館市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、岩見沢

市、網走市、留萌市、稚内市、根室市、倶知安町、江差町及び
浦河町

� 試 験 場 所 受験票により受験者に通知する。
３ 試 験 科 目
� 砂利の採取に関する法令
� 砂利の採取に関する技術的な事項（基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含
む。）

４ 受 験 願 書 提 出 先 受験希望地に所在する総合振興局又は振興局の産業振興部商
工労働観光課に提出すること。

５ 受付期間及び受付時間 平成２３年９月２８日（水）から１０月１７日（月）まで（日曜日、
土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）
に規定する休日を除く。）の午前８時４５分から午後５時３０分ま
で。
なお、郵送等の場合は、平成２３年１０月１７日（月）までの通信
日付印のあるものに限り受け付ける。

６ 提 出 書 類

� 受験願書（砂利採取業者の登録等に関する規則（昭和４３年通商産業省令第８０号）様式
第９によること。）

� 写真（縦５センチメートル、横４センチメートル、受験願書提出前６か月以内に撮影
した正面上半身像で、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものであるこ
と。）

７ 受 験 手 数 料 受験手数料（８，０００円）は、北海道収入証紙で納付するもの
とし、受験願書の所定欄にこれを貼り付けること。

８ そ の 他 受験に関して不明な点があるときは、最寄りの総合振興局若
しくは振興局の産業振興部商工労働観光課、後志総合振興局産
業振興部小�商工労働事務所又は北海道経済部産業振興局環境
・エネルギ－室に照会すること。

北海道告示第５６７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の変更を認可した。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
土 地 改 良 区 名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
新ひだか土地改良区 歌 笛 頭 首 工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 茂 平 頭 首 工 同
同 福 畑 頭 首 工 同
同 富 沢 頭 首 工 同
同 西 端 頭 首 工 同
同 蓬 栄 た め 池 同
同 シュムロため池 同
同 田 原 頭 首 工 同
同 豊 畑 頭 首 工 同
同 川合第８号頭首工 同
同 川合第１３号頭首工 同
同 川合第１４号頭首工 同
同 東別第２号頭首工 同

北海道告示第５６８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
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平成２３年９月９日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 根室市牧の内１５９の１、１６３の１、１９１の１、１９９の４から
１９９の６まで、２００の１、２０３の１、２０４の５、２０５の１、２０５
の２、２３９の３、２４５の１１

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
牧の内１５９の１・２０３の１（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）、２０４の
５、２０５の１、２０５の２、２５４の１１
イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道根室振興局
産業振興部林務課及び根室市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５６９号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 解除予定保安林の所在場所 山越郡長万部町（国有林。次の図に示す部分に限

る。）
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 解 除 の 理 由 電気通信設備用地とするため
２� 解除予定保安林の所在場所 石狩郡当別町字青山奥２５１３の２９０・字青山２１９２の９

・２９１０の４６０・２９１０の４６３・２９１０の４６４・２９１０の４６７・
２９１０の４７０・２９１０の４７３から２９１０の４７５まで・２９１０の４７７
・２９１５の３１３から２９１５の３２０まで・２９１５の３２７から２９１５
の３２９まで（以上２２筆国有林。次の図に示す部分に限
る。）、２９１０の１８９から２９１０の１９１まで、２９１５の３０７、
２９１５の３０８、２９１５の３１２（以上６筆国有林）、字青山奥

２５１３の２９０・字青山２１９２の９・２９１０の４６０・２９１０の４６３
・２９１０の４６４・２９１０の４６７・２９１０の４７０・２９１０の４７３から
２９１０の４７５まで・２９１０の４７７・２９１５の３１３から２９１５の３２０
まで・２９１５の３２７から２９１５の３２９まで（以上２２筆につい
て次の図に示す部分に限る。）、２９１０の１８９から２９１０
の１９１まで、２９１５の３０７、２９１５の３０８、２９１５の３１２、２９１５
の３１１

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 解 除 の 理 由 ダム用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び関係町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５７０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

小�市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
小�市（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び小�市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５７１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
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平成２３年９月９日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 潮害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課及び長万部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第５７２号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第
４９条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道空知総合振興局札幌建設管理部に備え置いて縦覧に供する。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系富野川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成２３年９月９日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 （左岸）夕張市富野７３番５地先及び同９４番２地先

（右岸）夕張市富野６０番１２地先から同６２番５地先まで及
び同７６番３地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 ６，２１８．３５�

北海道告示第５７３号

景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項の規定により策定した北海道景観計画を次
のとおり変更した。
（「次のとおり」は、省略し、その図書を北海道建設部まちづくり局都市計画課並びに各
総合振興局及び振興局の建設管理部建設行政室建設指導課及び産業振興部建設指導課に備え
置いて一般の縦覧に供する。）
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第５７４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年９月９日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� パーソナルコンピュータの賃貸借 ５台分 一式（１月当たりの単価）
� パーソナルコンピュータの賃貸借 ４５０台分 一式（１月当たりの単価）
２ 落札を決定した日
平成２３年８月２６日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 富士通リース株式会社
イ 住 所 東京都千代田区神田練塀町３番地

�ア 氏 名 東京センチュリーリース株式会社
イ 住 所 東京都港区浜松町２丁目４番１号

４ 落札金額
� ８，１９０円
� ３２５，５５２円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年７月２９日付け北海道告示第５０５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局集中業務室調達課
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第１１２号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年９月９日

北海道空知総合振興局長 武 田 裕 二
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
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モノクロ複合機 １台
２ 落札を決定した日
平成２３年８月３０日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社文明堂
� 住 所 岩見沢市９条西１丁目１番地
４ 落札金額
１４４，５８５円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年８月２日付け北海道空知総合振興局告示第１０６号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局地域政策部総務課
� 住 所 岩見沢市８条西５丁目

北海道上川総合振興局告示第９３号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年９月９日

北海道上川総合振興局長 窪 田 毅
１ 落札に係る物品等の名称及び数量（調達予定数量）
複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙及びステープル針を除く。）の供給を
含む。） 一式（１台（１月当たりの単価）及び３４，０００枚（１月の１枚当たりの単価））
２ 落札を決定した日
平成２３年８月２５日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 富士ゼロックス北海道株式会社
� 住 所 札幌市中央区大通西６丁目１番地
４ 落札金額
基本料金 １月当たり １００円
複写料金 １枚から２，０００枚まで １枚当たり ０．７０円

２，００１枚から５，０００枚まで １枚当たり ０．７０円
５，００１枚から２０，０００枚まで １枚当たり ０．７０円
２０，００１枚以上 １枚当たり ０．７０円

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札
６ 一般競争入札の公告
平成２３年７月２６日付け北海道上川総合振興局告示第７８号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道上川総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 旭川市永山６条１９丁目１番１号

北海道上川総合振興局告示第９４号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年９月９日

北海道上川総合振興局長 窪 田 毅
１ 入 札 に 付 す 事 項
� 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び数量（調達予定数量）
Ａ重油 １３，７００リットル

� 調達をする物品等の仕様等 ＪＩＳ規格 １種２号
� 契 約 期 間 契約を締結した日から平成２４年５月３１日
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格（暖房燃料）を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号）第２４条第１項の規定による
石油販売業の届出をしていること。

	 発注を受けた日から３日以内に納入が可能なこと。
３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまで定める
ところにより、２の�及び	に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければな
らない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年９月９日から同月２８日まで（日曜日、土曜日及び国

民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

２２北 海 道 公 報 第����号平成２３年９月９日（金曜日）



日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０７９－８６１０ 旭川市永山６条１９丁目１番１号

北海道上川総合振興局地域政策部総務課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道上川総合振興局地域政策部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海道上川合同庁舎３階入

札室（送付による場合は、郵便番号０７９－８６１０ 旭川市永山６
条１９丁目１番１号 北海道上川総合振興局地域政策部総務課）

� 入 札 日 時 平成２３年１０月６日 午後３時３０分（送付による場合は、同月
５日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ この契約を含む一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の公告
平成２３年３月２９日付け北海道上川総合振興局告示第５７号

８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、北海道上川総合振興局のホームページ（http : //www.

kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/ts/sum/nyuusatu-buppin.htm）におい
てダウンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のウ及び３の�による。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、	、
から�まで及び�からまでによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道上川総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 郵便番号０７９－８６１０ 旭川市永山６条１９丁目１番１号

電話番号０１６６－４６－５９０７
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Fuel oil A (JIS class 1, No. 2) Approximately 13,700 liter

Ｂ Bid tendering date and time : 3 : 30 P.M., October 6, 2011

(If mailed bids must arrive no later than October 5, 2011)

Ｃ Contact : Administrative Division, Department of Regional Policy, Kamikawa General

Subprefectural Bureau, Hokkaido Government, 1-1, 19-choume, 6-jo, Nagayama,

Asahikawa 079-8610 Japan

Phone : 0166-46-5907

北海道十勝総合振興局告示第７６号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年９月９日

北海道十勝総合振興局長 徳 長 政 光
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
除雪トラック（１０ｔ級） ４台
（除雪トラック（１０ｔ級）３台及び除雪グレーダ（３．７�級）１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２３年８月２３日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 ＵＤトラックス道東株式会社
� 住 所 帯広市西２１条北１丁目３番１２号
４ 落札金額
１２４，７８２，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年７月１２日付け北海道十勝総合振興局告示第６２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地
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北海道十勝総合振興局告示第７７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年９月９日

北海道十勝総合振興局長 徳 長 政 光
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
小型除雪車（１．５�／８００ｔ） １台
（小型除雪車（１．５�）１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２３年８月２３日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
� 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号
４ 落札金額
１６，５６９，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年７月１２日付け北海道十勝総合振興局告示第６３号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目１番地

道 教 育 庁 オ ホ ー ツ ク
教 育 局 告 示

北海道教育庁オホーツク教育局告示第２９号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年９月９日

北海道教育庁オホーツク教育局長 西 崎 毅
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
ア Ａ重油その１（北見地区�） １２１，３２９リットル
イ Ａ重油その２（北見地区�） ９１，６６６リットル

ウ Ａ重油その３（北見地区�） ９０，６６４リットル
エ Ａ重油その４（訓子府置戸地区） ４６，６８９リットル
オ Ａ重油その５（美幌地区） ８３，６６４リットル
カ Ａ重油その６（網走地区） ９７，６６３リットル
キ Ａ重油その７（斜里地区） ６１，９９９リットル
ク Ａ重油その８（遠軽地区） ８２，３２９リットル
ケ Ａ重油その９（佐呂間常呂地区） ４６，２６５リットル
コ Ａ重油その１０（紋別地区） ８０，４２９リットル
サ Ａ重油その１１（雄武興部地区） ４８，３３１リットル
アからサまでについては、それぞれの入札による。

� 調達をする物品等の仕様等 ＪＩＳ１種２号
� 契 約 期 間 契約締結の日から平成２４年５月３１日まで
� 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格（暖房燃料）を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号）第２４条第１項に定める石油
販売業の届出をしている者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年９月９日（金）から同月２６日（月）まで（日曜日、

土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）
に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目
北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
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北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室
５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 網走市北７条西３丁目 １の�のアからエまで及びクからサ

までについては、北海道オホーツク合同庁舎４階１号会議室、
１の�のオからキまでについては、同庁舎１階保健所会議室
（送付による場合は、郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３
丁目 北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室）

� 入 札 日 時
ア １の�のアからエまで 平成２３年１０月６日（木）午前９時３０分
イ １の�のオからキまで 平成２３年１０月７日（金）午前９時３０分
ウ １の�のクからサまで 平成２３年１０月６日（木）午後２時
（送付による場合は、１０月５日（水）午後５時までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２３年５月２０日付け北海道教育庁オホーツク教育局告示２６号

８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

また、北海道教育庁オホーツク教育局ホームページ（http : //

www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/okh/kokuji.htm）においてダウ
ンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のウ及び３の�による。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業者等から除外する措置
を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、	、
から�まで及び�からまでによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁オホーツク教育局道立学校運営支援室

� 所 在 地 郵便番号０９３－８６１９ 網走市北７条西３丁目
電話番号０１５２－４１－０７８５

１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 121,329 liter

ｂ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 91,666 liter

ｃ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 90,664 liter

ｄ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 46,689 liter

ｅ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 83,664 liter

ｆ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 97,663 liter

ｇ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 61,999 liter

ｈ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 82,329 liter

ｉ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 46,265 liter

ｊ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 80,429 liter

ｋ Fuel oil A (JIS class1, No.2) 48,331 liter

Ｂ Bid tendering date and time :

ａ a, b, c, d 9 : 30 A.M., October 6, 2011

ｂ e, f, g 9 : 30 A.M., October 7, 2011

ｃ h, i, j, k 2 : 00 P.M., October 6, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than 5 : 00 P.M., October 5, 2011)

Ｃ Contact : Office of Prefectual School Spending Management, Okhotsk District Bureau of

Education, Hokkaido Office of Education, Nishi 3, Kita 7, Abashiri 093-8619 Japan

Phone : 0152-41-0785
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